
申請要否フローチャート

※受給資格者（受給者）が公務員の場合は、勤務先に申請してください。

座間市子育て支援課から児童手当または特例給付を受けていますか。
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児童手当の支給対象外です

（手続き不要です）。
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父母のうち所得が高い方の住

民登録地で申請してください。
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手続き不要です。

申請する方は、「添付書類要否フロー

チャート・確認表」をご覧いただき、

添付書類を確認してください。
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手続き不要です。

「額改定請求書」と「監護相当・

生計費の負担についての確認書」

を提出してください。
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「認定請求書」と「監護相当・生計費の負

担についての確認書」を提出してください。

「認定請求書」を提出

してください。

「額改定請求書」を

提出してください。
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「額改定請求書」を

提出してください。

「認定請求書」を提出

してください。

受給者が高校生年代の児童を養育していますか。
父母のうち所得の高い方が、18歳到達後の最初

の年度末までの児童を養育していますか。

父母のうち所得が高い方が、座

間市に住民登録をしていますか。

受給者が日常生活上の世話・必要な保護を

している児童の兄姉等がいますか。

受給者が日常生活上の世話・必要

な保護をしている子は、児童の兄

姉等を含めると3人以上ですか。

受給者が養育している高校生年代の児童を、

算定児童として登録していますか。

受給者が日常生活上の世話・必要な保

護をしている児童の兄姉等がいますか。

受給者が日常生活上の世話・必要な保護を

している児童の兄姉等がいますか。

受給者が日常生活上の世話・必要な

保護をしている子は、児童の兄姉等

を含めると3人以上ですか。

受給者が日常生活上の世話・必要な保護をしてい

る子は、児童の兄姉等を含めると3人以上ですか。

高校生年代：15歳到達後の最初の年度末の翌日から18歳到達後の最初の年

度末までの者

児童の兄姉等：18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の

年度末までの者

支給対象児童：支給額が発生する児童

算定児童：支給額は発生しないが、多子加算のために登録している児童※

※支給対象児童と算定児童が合わせて3人以上いる場合は、算定児童からカ

ウントして、3人目以降の支給対象児童の支給額が変更（加算）されます。


